
人

　

2,593 人女：
 No. 【1811 12月26日 発行 】

2,657 世帯

人口 5,070

男： 2,477 人

令和6年12月30日 ～ 令和7年1月12日

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

30 (月) 年末年始休暇

31 (火) 年末年始休暇

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

1 水 元旦

二十歳のつどい式典 11：00～12：20 砂美地来館 教委・生涯学習課

年末年始休暇

3 金 年末年始休暇

4 土

5 日

安全祈願祭 8：30～ 役場玄関前 総務企画課

書き初め大会 14：00～15：30 中央公民館 教育委員会

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土 消防出初式 15:00～ 役場駐車場 総務企画課

12 日

木

月

2

6

第26回新春書き初め大会のお知らせ 
今年度も，小・中・高校生を対象に書き初め大会を実施します。 

用紙での申込期間は終了していますが，二次元コードでの申込は 

１月３日（金）まで受け付けています。大人の皆様の参加も可能です。

ふるってお申し込みください。 
         

１ 日  時  令和７年１月６日（月）14：00～15：30 

※ 受付は13:40から 

２ 会  場  与論町中央公民館 ２階 大ホール 

３ 参 加 費  無料 

４ 指導講師  和田 きみ子 先生 

                申込フォームはこちら→ 

 

《お問い合わせ先：教育委員会事務局学務課（97-2441 担当 宮田）》  

 
➊

編集・発行 総務企画課

（令和6年11月30日現在）

世帯数世帯数

１１月８日からの大雨で農業被害を受けられた皆様へ 

与論町農業災害対策補助事業のお知らせ 
 

 11 月８日からの大雨の災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 さて、この度の大雨により被災された生産農家の皆様へ、農作物の植え替えや病害虫の防除、 

代替品の購入等営農継続に係る経費について、下記のとおり補助事業を実施します。 

 なお、申請につきましては 2 月以降に実施いたしますので、購入された領収書等の保管をお願い

いたします。申請時期につきましては、改めてお知らせいたしますので生産農家皆様のご理解のほ

ど宜しくお願い申し上げます。 

記 

 

  対象品目：インゲン、ニガウリ、サトイモ、ソリダコ、トルコギキョウ、ユリ 

  対象経費：復旧・復興に要する種子、肥料等の資材購入費 

       被災時に既に植え付けが完了しているもので、その性質や期間等により 

植え替えが実施できない場合においては、既に植え付けを完了した分の種子購入費 

  補 助 率：事業費の４/５以内（予算の範囲内で定めた額） 

  対象期間：令和６年１１月８日～令和７年１月３1 日までに購入された資材等 

 

                       【お問い合わせ】 

                         与論町産業課 

                         TEL：0997-97-4924 

　◆送迎でご来場の際は、乗り合わせにご協力下さい。
　　　例年、駐車スペースが不足し、一般利用客が駐車できない状態となっています。

　◆事故防止のため、駐車場は時計回りの一方通行で、徐行運転をお願いします。

　　 また、駐車禁止を示した場所への駐車はおやめ下さい。

町民のみなさまのご理解とご協力をよろしくお願い致します。　

■お問い合わせ先■　与論空港管理事務所　　電話　0997-97-3465

公園 ターミナルビル

バス駐車場



与論町大金久海岸公園施設の指定管理者の決定について（お知らせ） 

  

与論町大金久海岸にて運営していますキャンプ場、百合ヶ浜コテージ等を含む施設を下記事業者へ指定

管理することとなりましたのでお知らせいたします。 

  

【指定管理者】 

 〇特定非営利活動法人ヨロン SC 

【指定管理対象施設】 

 〇百合ヶ浜コテージ、キャンプ場、バースハウス、マリン倉庫、多目的広場、炊事舎、トイレ、大金久遊歩道 

【指定管理開始時期】 

 〇令和７年１月から指定管理が開始されます。 

（お問い合わせ先） 

与論町役場 商工観光課  

電話：0997-97-4902  
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１１月の大雨災害にて被災された方に支援金が支給されます 

★申請が必要な方（令和６年１１月８～９日の大雨で住家及び事業所が床上浸水の被害

にあわれた方）には申請書類を送付しています。 

●該当するが通知が来ていない方は下記まで問い合わせをお願い致します。 

※倉庫等の床上浸水、住家、事業所の床下浸水は対象外となります。 

 

お問合わせ：町民生活課 ９７－４９３０ 

 

１１月の大雨災害にて住家が床上浸水された方のうち応急修理をされる方へ 

 

 この度の災害は、災害救助法が適用されたことにより資力に関する申し出がある方に関し

ては、被災した住家の応急修理を基準額以内で町が修理することが出来ます。応急修理が可

能な部分は、生活に必要な最低限の部分に限るとされており、具体的には家の骨格を成す部

分である「土台」や「屋根」「柱」「窓」「ドア」「壁※」「床※」、生活に必要な「トイレ」「浴

室」「台所」などです（物品※や家電製品などは対象となりません）。但し、補修時に機能性

を向上させることは出来ないとされている（同等のものへの変更は可）ほか、被災し修理が

必要となった部分の写真管理が必要です。。 

 つきましては、応急修理を必要とされる方は様式を役場ホームページからダウンロード又

は役場町民生活課でお受け取り下さい。 

 

※ 賃貸住宅は対象外となります。但し、特別な事情がある場合はお申し出ください。 

※ 「畳」だけ・「壁紙」だけの修理は出来ません。床や壁と一緒に修理する場合のみ必要な

範囲内で補修が出来ます。 

※ 生活する上で最低限必要な施設と一体となって機能する物品については修理の対象とな

る場合があります（ブロアー、ボイラー）。 

※ 資力の観点から支払いが済んでいるもの、自身でのＤＩＹについては対象外です。 

※ 基準額は半壊以上が 706,000円、準半壊が 343,000円（令和６年度） 

※ 箇所多数の場合は優先的に修理箇所を指定する場合があります。 

※ 応急修理は損害補償ではありません。被災された家屋で生活の場を確保するためのもの

ですので、趣旨を踏まえた部分へのご利用をお願いします。 

 

 お問合わせ：町民生活課 ９７－４９３０ 

 

 

   

 

 

令和 6年 11月に発生いたしました豪雨災害に伴い、被災農地における復旧事業の補助制度を新設いたし

ました。申請を希望される方は、役場耕地課へお越しのうえ申し込みいただきますようお願いいたします。  

申請書は、与論町ホームページからダウンロードいただくか、耕地課窓口にございます。詳しくは役場耕地

課までお問い合わせください。 

 

□必要書類 

①申請書 ②見積書 ③被災箇所の写真 ④復旧規模・工法の分かる図面（手書き程度で可） 

⑤認印（シャチハタ不可） 

□事業内容  

対 象 施 設：令和 6年 11月豪雨災害の農地における被災箇所（現況が農地であること） 

対 象 内 容：表土の埋没・流出や、のり面崩壊等に伴う復旧 

補 助 率 等：事業費については 3万円以上を対象とし、対象経費の 9/10以内で助成します。 

（ただし、補助金の上限は 40万以内） 

 

□受付期間 令和 7年 1月 10日(金)～令和 7年 2 月 14日(金) 

      上記期間内に補助金の交付決定を受けてから着手し、令和 7年 3月 21日(金)までに

完了報告をしてください。 

※予算の都合上、補助を打ち切らせていただく可能性がございます。 

  

 

【注意事項】 

・申請者が農地所有者と異なる場合には、所有者の了承を得たうえで申請してください。 

・業者との調整や見積、発注は申請者ご自身で行ってください。 

・原形復旧及び予防保全に最低限必要な復旧に限ります。 

（農地そのものの復旧になりますので、畝たてやビニールハウスの復旧などは対象外です。） 

・申請の際は、耕地課にて説明を受け、ご理解のうえで申請をお願いします。 

・水路の埋没や道路敷ののり面等については、町や多面的組織にて対応が出来る場合もございますので、

ご一報くださいますようお願いします。 

・土地の境界が不明な場合は、役場農業委員会で航空写真を確認（印刷は有料）するか MAPPLE 法務局

地図のサイトなどを参考にされてください。  

 

    法務局地図 URL 及び QR コード 

https://labs.mapple.com/mapplexml.html 

【お申し込み・お問い合わせ先】 

役場耕地課 97-3132 
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くずれ橋に大量の魚のアラや骨等が不法投棄されていました。

不法投棄は重大な犯罪です。絶対にしないで下さい。

不法投棄をすると、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下（法人の場合は3億円以下）の罰金に処せられます。

不法投棄及び投棄をしている所を見つけた方は、警察又は環境課までご連絡をお願いします。

                                                                                                                                                          

不法投棄禁止！

                   環境課　0997-97-4712

不法投棄

箇所

　堆肥センターでは、現在ゆがぷうを１袋１５ｋｇあたり３５０円で販売しておりますが、

令和７年１月より１袋１０ｋｇあたり２５０円で販売いたします。

　使用農家皆様のご理解を宜しくお願いいたします。

　現在、ゆんぬ敷料化ラブセンターでは月曜日から土曜日（祝日除く）まで雑木等の受入を

行なっておりますが、令和７年より破砕作業のため毎週水曜日の受入を停止いたします。

　町民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

TEL：0997-97-4924

記

＜堆肥センターからのお知らせ＞

＜ゆんぬ敷料化ラブセンターからのお知らせ＞

【お問い合わせ】

与論町役場　産業課

・袋詰め

250円／10kg

（配達料50円／１袋）

R７/１/１より

・袋詰め

350円／15kg

（配達料50円／１袋）

R6/12/31まで

【持込みができないもの】

１．土や砂、石の付着した木の根っこ（機械の故障）

２．夾竹桃・プルメリアなどキョウチクトウ科の植物

３．クワズ芋・里芋

４．建築廃材 （防腐剤 ・クギ）

５．枯れ木（シロアリ発生源）

６．松・モクマオ・ドラゴンフルーツ

【稼働日】

雑木等の受入日：月・火・木・金・土

（８：３０～１６：４５まで）

受入停止日：毎週水曜日

定休日：日・祝日

  

   

◆12月は国民健康保険税滞納整理強化月間です◆ 

国民健康保険税は，病気やけがなどをして医療機関にかかったときの医療費などに   

あてられる大切な財源です。保険税を納めることで国民健康保険の運営が支えられ， 

わたしたちの安心が守られているのです。 

税金の滞納は，期限内に納税している方との公平性を欠くものです。 

滞納者に対しては，赤い封筒による催告書や，財産の調査，差押え等の 

収納確保に向けた取組を強化します。  

納期内納付へのご理解とご協力をお願いします。 

 

国民健康保険税に滞納があると，医療費が 10割負担になる場合があります。 

 これまでは，国民健康保険税に滞納がある場合でも，納税相談や納付状況に応じて有効期限の短い 

短期被保険者証（短期証）を交付していましたが，令和 6年（2024年）12月 2日以降は短期被保険 

者証は廃止され，医療費が 10割負担になる場合があります。 

 国民健康保険税は納期限までに納付し，納期限までの納付が難しい場合は必ず税務課にご相談ください。 

 

 

■□■ 問合せ先 ■□■ 

与論町役場 税務課 国民健康保険税係 福永 

                       TEL 0997-97-3133 （内線 372） 

事業者（所）の皆様へ 
令和６年分賃金等の支払い額の報告について（お願い） 

 

  令和６年中に給与等（給与、賞与、パート・アルバイト含む)の支払いをした事業所 

又は個人事業主の方は、令和７年度の課税資料として賃金等の給与支払報告書の提出をお願いします。 

 １．提出内容 ：支払をした従業員等の住所、氏名、電話番号、支払った金額 

２．対象期間 ：令和６年１月１日～令和６年１２月３１日 

      (上記期間において、事業者(所)から支払いをした金額) 

 ３．様  式 ：特に指定しません 

４．提 出 先 ：給与等受給者が、令和７年１月１日現在において住所のある市町村 

５．提出期限 ：令和７年１月３１日（金）※早期提出にご協力をお願いいたします。 

お問い合わせ先  与論町役場税務課 TEL0997-97-3133 
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令和６年度与論町火葬場（昇龍苑）火葬業務等従事者の募集について 
 

 与論町では、この度、火葬業務等の体制強化を図るため、火葬業務等従事者をこれまでの１人体制から２人体

制にすることとしております。 

 つきましては、下記により火葬業務等従事者を募集しますので、応募される方は下記に基づき期限までに必要

書類を提出してください。 
 

記 
 

１ 委託期間  業務委託契約締結日から令和７年３月３１日まで（令和６年度） 

（令和７年度からは年度更新可） 

２ 勤務場所  昇龍苑（与論町大字立長 3173-1 TEL 97-4661） 

３ 業務内容  ①火葬業務 ②日常的な施設・設備・既存墓地の管理に関する業務  

４ 募集人員  １名 

５ 業務委託料 ３２万円（月額） 

６ 勤務条件等 ・昭和５０年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれた方 

・勤務時間：8:30～16:00（ただし、業務が終了しない場合は、終了するまで。） 

・休日：土曜日、日曜日及び国民の祝日（ただし、火葬業務により休日にできなかった場合は、

その日以降の火葬業務のない日を休日とする。） 

・休業日：1 月 1 日～1 月 3 日、12 月 29 日～12 月 31 日（ただし、1 月 1 日を除く休業日に火葬

許可を受けた場合は、業務を行わなければならない。） 

７ 提出書類  履歴書（様式は役場ホームページからダウンロード又は町民生活課でお受け取りください。） 

８ 提出先   与論町役場 町民生活課 

９ 提出期限  期限を設けず随時受付致します。 

10 選考方法  書類選考 
 

＜お問い合わせ先＞ 

役場 町民生活課 担当：光 

TEL 0997-97-4930 

―――年末年始の火葬業務について―――

・令和７年１月１日は休館日となります。
・令和７年１月２日からは通常通りの業務となります。

　町民の皆様の御理解,御協力をお願いいたします。

与論町役場　町民生活課　TEL９７-４９３０
お問い合わせ先

昇龍苑管理者  　　　　　TEL０８０-８５７３－５６２３

昇龍苑からのお知らせ

・今年の業務は令和６年１２月３１日の午前中までとなります。

（注意事項）
１．天候の影響等により、開庁日や開庁時間が急きょ変更となる場合がありますのでご了承ください。
２．各種申請手続や必要書類等についてのお問い合わせは、下記照会先までご連絡ください。

福岡出入国在留管理局鹿児島出張所

名瀬審査事務室開庁予定日（令和７年）

備考

火・水変更

火・水変更

火・水変更

９日（火）

１５日（水）

１８日（火）

１１日（火）

１５日（火）

１３日（火）

１０日（火）

８日（火）

１９日（火）

１７日（水）

１５日（水）

１１日（火）

９日（月）

７日（月）

１８日（月）

１６日（火）

１４日（火）

１４日（火）

１７日（月）

１０日（月）

１４日（月）

１２日(月)

８月

９月

１０月

１１月

８日（月）

１０日（月）

３．在留期限日を過ぎないように、申請には余裕を持ってお越しください。
　（※更新申請は、在留期限の満了するおおむね３か月前から可能です。）

開設時間
第１日目

１４：００～１７：３０
第２日目

９：００～１２：００

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

【福岡出入国在留管理局鹿児島出張所 名瀬審査事務室】

所在地：奄美市名瀬長浜町１－１ 名瀬地方合同庁舎４階

※電話は設置されておりません。

※令和３年４月から庁舎が移転しましたのでご注意ください。

（照会先）福岡出入国在留管理局鹿児島出張所

〒８９２－０８１２

鹿児島市浜町２－５－１ 鹿児島港湾合同庁舎３階

電話番号：０９９－２２２－５６５８

受付時間：午前９時００分～午後５時００分（土、日、祝日を除く）
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空港利用者専用臨時駐車場のご案内 
 

  与論空港における駐車場内混雑緩和のため，臨時駐車場を整備い

たしました。 

空港内駐車場は夜間駐車禁止となっているため、長期で空港に駐車

される方は臨時駐車場をご利用ください。町民の皆様のご理解ご協

力をお願いいたします。 

 

◆場  所◆  与論クリーンセンター美ら島前 

 

◆注意事項◆  臨時駐車場ご利用の際のご予約等は行いません。 

車の施錠等はご自身で確実に行ってください。 

駐車場内において，万一，事故等が発生した場合の

責任は一切負いません。 

 

◆お問合せ先◆ 与論空港管理事務所 0997-97-3465 
 

与論クリーンセンター美ら島 

臨時駐車場 

                       すべての「学びたい」に、ＯＰＥＮ。  

 

通信制大学 

教養学部／ 

大学院文化科学研究科 

 

2025年 4月入学生募集中！ 

 

 
 

卒業生総数10万人超の実績！放送大学で学んでみませんか？ 
 

■ポイント１ 自分に合ったスタイルで学べます！ 

放送授業は、BS 放送、インターネット等で視聴でき、また、パソコンとインターネット環境が

あれば学習できるオンライン授業もあります。講師から直接学ぶ「面接授業（スクーリング）」

も多数開講され、全国 57 カ所にある学習センター・サテライトスペース等で他の学生と一緒に

受講できます。その他、サークル活動や学生同士の交流もできます。 
 

■ポイント２ 目的に合わせて在学期間や科目を選択できます  

興味のある分野から特定の科目のみ、1 科目から学べます。また、所定の期間在学し、かつ所定

の単位を修得し卒業すると「学士（教養）」の学位が取得できます。さらに、大学院で「修士」

や「博士」の学位の取得も目指せます。 
 

■ポイント３ 学費を抑えて学べます 

入学料は7,000円～、授業料は1単位6,000円。入学料と受講したい科目

数だけ授業料を納めればよいので、無駄がありません。また、半年ごとに

受講する科目の授業料だけを払う仕組みも魅力のひとつです。 

 

出 願 期 間 

第１回募集：11/26（火）～2/28（金）(必着) 
第２回募集： 3/1（土）～3/11（火）(必着) 

 

放送大学 検索 https://www.ouj.ac.jp

/ 

資料請求・詳細は放送大学ウェブサイトにて 

放送大学鹿児島学習センター 
〒 ８９２－０８１６ 

鹿児島市山下町１４－５０ 

カクイックス交流センター西棟４階 

℡：０９９－２３９－３８１１ 
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